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〈お問い合わせ先〉

税務課（市庁舎1階）
022-1313

※固定資産税関連の申告に
ついては、18～19ページ
をご覧ください。
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申告相談日程表 ●受付時間　7:30～17:00
※各公民館の受け付け終了時間は15:30です。

■新しい寄付金控除の概要

相談日
自治会名

場　所
午　前（9:00～11:00） 午　後（13:00～17:00）

2月 4日（水）上戸沢、下戸沢、赤井畑、冷清水 大熊、東、塩倉、中北、猿鼻
小原公民館

2月 5日（木）新町、赤坂、湯元、明戸、小久保平 ※受け付けできません。

2月 6日（金）越河1区・2区・3区 越河4区・5区・6区
越河公民館

2月 9日（月）越河7区・8区 越河9区・10区

2月10日（火）斎川1区・2区・3区 斎川4-1区・4-2区・5区・6区
斎川公民館

2月12日（木）斎川7-1区・7-2区・8区 ※受け付けできません。

2月13日（金）白川1区・7区 白川2区・4区
白川公民館

2月16日（月）白川3区・5区・6区 ※受け付けできません。

2月17日（火）大鷹沢1区・2区 大鷹沢3区・4区・6区
大鷹沢公民館

2月18日（水）大鷹沢5区・7区・8区、田中 大鷹沢9区・10区・11区・12区

2月19日（木）※午前・午後とも、受け付けできません。

市庁舎4階
大会議室

※市庁舎正面駐
車場の混雑が予
想されますの
で、城下広場駐
車場をご利用く
ださい。

2月20日（金）大平2区・3-1区 大平1区・8区、城南の丘

2月23日（月）大平3-2区・7区 大平4区・5区・6区

2月24日（火）西区上、西区下 南区、東区

2月25日（水）北区、三住 上原、下原、山ノ下

2月26日（木）沖 鎌先、弥治郎、大網

2月27日（金）八宮、芹沢、蔵王 山根、不忘、川原子

3月 2日（月）滝上、尾篦、岩ノ上 滝下

3月 3日（火）本町、中町、長町、亘理町 南町

3月 4日（水）田町 短ヶ町、新町、中益岡、東益岡

3月 5日（木）西益岡、寿町、清水小路 柳町

3月 6日（金）本郷第1 旭町

3月 9日（月）本郷第2、本郷第4、郡山 本郷第3

3月10日（火）上郡山第一、上郡山第二 鷹巣、小下倉

3月11日（水）緑が丘 寿山

3月12日（木）

上記日程で申告できなかった方3月13日（金）

3月16日（月）

Ⅰ 一 般 の 寄 付 金
対象寄付先

・住所地の都道府県共同募金会
・日本赤十字社支部
・都道府県または市区町村が条例で指定した事業所

控 除 額 県民税：（寄付金－5,000円）×4%
市民税：（寄付金－5,000円）×6%

Ⅱ ふるさと納税制度

対象寄付先 地方公共団体（都道府県、市区町村）

控 除 額

①（寄付金－5,000円）×10%
②（寄付金－5,000円）×（90%－0～40%）

〔寄付者に適用される所得税の税率〕
①＋②＝住民税所得割からの控除額
※②の額については、個人住民税所得割の１割を限度


